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子 育 て 支 援 
 

（１）児童手当の給付 

家庭生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のため、高校修了前までの児童を養育している人に手当を給

付する。 

【支給額】                             （児童1人当たりの月額） 

 
【改正前】 

～R6年9月分 

【改正後】 

R6年10月分～ 

0～3歳未満 

（3歳誕生月まで） 

第1子、第2子 15,000 円 15,000 円 

第 3子以降 15,000 円 30,000 円 

3歳～小学校終了前 
第1子、第2子 10,000 円 10,000 円 

第 3子以降 15,000 円 30,000 円 

中学生 
第1子、第2子 10,000 円 10,000 円 

第 3子以降 10,000 円 30,000 円 

高校生 
第1子、第2子 支給対象外 10,000 円 

第 3子以降 支給対象外 30,000 円 

所得制限世帯  5,000 円 所得制限廃止 

所得上限超過世帯    0 円 所得制限廃止 

【支給実績】                            （人、千円） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

受給者数 18,427 18,109 16,822 16,317 19,545 

支給金額 3,955,014 3,862,955 3,702,860 3,558,850 4,064,745 

 

 

（２）子ども医療費の助成 

  子どもの健やかな成長を支援するとともに、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、高校３年生相当までの子ど

もに対し、医療費等の一部を助成する。 

・自己負担 なし 

   （助成実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 受給対象者数 助成件数 助成額 

令和4年度 38,447人 446,812件 920,609千円 

令和5年度 37,863人 523,588件 1,117,297千円 

令和6年度 36,893人 448,815件 1,132,657千円 
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（３）未熟児養育医療の給付 

医師に入院養育が必要と認められた未熟児に対し、医療費等の一部を給付する。 

 

 

 

 

 

（４）福井市在宅育児応援手当支給事業 

 こどもが２人以上で、特に子育ての負担が大きい低年齢児(０～２歳児)を家庭で子育てする世帯に手当を支給する。 

令和６年９月から所得制限を撤廃した。 

・支給対象者  育児休業給付金を受給していない方（※その他 諸条件あり） 

・所 得 制 限  なし（※令和６年９月 所得制限廃止） 

・手 当 額  対象児童１人につき 月額10,000 円 

（給付実績） 

年度 支給対象者数 支給金額 

令和4年度 32人 1,740千円 

令和5年度 19人 1,040千円 

令和6年度 108人 3,010千円 

 

（５）病児保育事業 

 病気治療中又は病気回復期にあり、かつ、保護者の労働もしくは疾病その他の事由により家庭において保育を受ける

ことが困難となった児童について、病児保育施設にて一時的に保育を行う。 
 

〔実施施設〕 

・福井県済生会乳児院（病後児保育）   

・福井総合クリニック（病後児保育） 

・福井愛育病院 愛育ちびっこハウス（病後児・病児保育） 

・大滝病院 病児病後児保育園（病後児・病児保育）        

 

（６）すみずみ子育てサポート事業 

家庭で一時的に児童を養育できない保護者に対し、一時預かりや家庭 

支援などのサービスを提供する。 

〔実施施設〕 

・福井市（の～び・のび） 

・シルバー人材センター（ひだまりの家、家庭支援サービス） 

・福井県民生活協同組合（ハーツきっず羽水、ハーツきっず学園、ハーツきっず志比口、きらめきくらしのサポート） 

・アイビーエージェント株式会社（とらいあんぐる、子育てサポートセンターとらいあんぐる） 

・株式会社Select（すまいりぃきっず） 

・一般社団法人シングルマザーの幸せな生活研究所（キッズ＆ベビールームPRIBABY） 

・ベビーシッターくれいどる 

（延利用人数） 

年度 病後児保育 病児保育 

令和4年度 348人 2,541人 

令和5年度 404人 3,475人 

令和6年度 538人 3,014人 

 

（延利用人数） 

年度  

令和4年度 14,313 人 

令和5年度 19,212 人 

令和6年度 19,235 人 

 

（給付実績） 

年度 助成件数 支払額 
うち、自己負担額 

（子ども医療費等により公金振替） 

令和4年度 136件 14,027,162円 3,492,028円 

令和5年度 157件 15,933,630円 3,532,589円 

令和6年度 217件 22,073,167円 4,322,700円 
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（７）地域子育て支援拠点事業 

子育て中の親子の交流の場と、子育てに関する支援情報の提供など、地域の実情に応じたきめ細やかな子育て支援サ

ービスを行う。 

〔実施施設〕 

ぱんだルーム、ひよこ広場、アオッサ子育て広場、 

おやこの広場「あ・の・ね、」、たんぽぽ広場、 

ハーツきっず羽水・学園・志比口、ゆりかごと赤とんぼ、 

きのこルーム、ぴょんぴょんルーム 

 

（８）子どものまなび支援事業 

生活に困窮している家庭やひとり親家庭などの子どもに対し、基礎学力や基本的な生活習慣の習得を支援するため、

学習支援教室を開催する。 

（実績） 

年度 参加人数（延べ） 教室開催回数 

令和4年度 1,011 人 205 回 

令和5年度 1,183 人 250 回 

令和6年度 1,215 人 288 回 

 

（９）児童小遊園遊具整備費補助事業 

 児童の健全育成を支援するため、地域の神社や寺院の敷地等に遊具を設置している自治会に、遊具の整備に要する費

用の一部を補助する。 

（遊具整備状況） 

年度 所有自治会数 増設 取替 撤去 

令和4年度 146自治会 － － 2か所 

令和5年度 146自治会 － － 2か所 

令和6年度 145自治会 － － 5か所 

（延利用人数） 

年度  

令和4年度 74,335 人 

令和5年度 90,145 人 

令和6年度 100,758 人 
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（10）児童相談 

（相談件数：実件数） 

年度 

養護相談 

保健相談 障害相談 非行相談 育成相談 
その他の 

相談 
計 児童虐待 

相談 

その他の 

相談 

令和4年度 48件 788件 5件 6件 2件 163件 24件 1,036件 

令和5年度 66件 631件 5件 3件 3件 145件 34件 887件 

令和6年度 65件 531件 1件 8件 3件 69件 24件 701件 

 

（11）子ども相談・子育て支援事業 

令和6年4月に開設したこども家庭センター「ふくっこ」で、母子保健及び児童福祉の専門職員が、こどもに関する

あらゆる相談に応じ、妊娠から出産、子育てに至るまで切れ目ない支援を行う。 

（相談件数：延件数） 

内容 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ふくっこ － － 1,188 件 

ＡＯＳＳＡ内のこども家庭センター分室とアオッサ子育て広場を一体的に運営し、こどもへの関わり方や育児に関し

て、専門の相談員に気軽に相談できる環境を提供する。 

（利用・相談件数：延件数） 

内容 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

分室 1,099 件 1,164 件 837 件 

子育て広場 5,405 名(同伴者を含む) 7,519 名(同伴者を含む) 7,899 名(同伴者を含む) 

 

（12）子育て世帯訪問支援事業・養育支援訪問事業 

虐待予防の観点から、妊婦、就学前の乳幼児を養育している家庭、又はヤングケアラーがいる家庭のうち、特に養育

支援が必要な家庭に対し、専門的な指導・助言、育児・家事援助を行う。 

（令和4年度から対象家庭にヤングケアラーがいる家庭を追加） 

※ヤングケアラー：本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話等を日常的に行っている子ども 

（実績） 

 

 

 

 

 

 

 

（13）子育て短期支援利用事業 

  児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の社会的事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった

場合に、児童福祉施設等において一時的に養育することによって、児童およびその家庭の福祉の向上を図ることを目的

年度 

訪問件数 

養育支援訪問事業

指導・助言 

子育て世帯訪問支援事業

育児・家事援助 

令和4年度 78件 89件 

令和5年度 70件 166 件 

令和6年度 172件 38件 
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としている。 

・ショートステイ：24時間体制で養育し、利用期間は月７日以内とする。 

・トワイライトステイ：基本的に17時～22時まで養育し、利用期間は６ヵ月以内とする。 

〔実施施設〕 

・福井県済生会乳児院（３歳未満） 

・ほほ咲みの郷（３歳以上） 

 ・吉江学園（３歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（延利用人数）                       単位：人 

年 度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

 シ ョ ー ト ス テ イ 349 617 857 

ト ワ イ ラ イ ト ス テ イ 0 2 0 
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母 子 福 祉 等 
 

１ 児童扶養手当の給付 
ひとり親家庭、あるいは父または母が極めて重度の障がいにある家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、児童を監

護している父親や母親、あるいは父または母に代わってその児童を養育している人に、児童が満18歳に達する日以後の最

初の3月31日まで手当を給付する（所得制限有り）。 

（手当額） 

 全部支給 一部支給 

児童１人 46,690 円 46,680 円～11,010 円 

児童２人以降 11,030 円 11,020 円 ～5,520 円 

 

（給付実績） 

年度 受給対象者数 受給者数 支給額 

令和4年度 1,881 人 1,604 人 823,623 千円 

令和5年度 1,800 人 1,516 人 792,383 千円 

令和6年度 1,742 人 1,511 人 784,159 千円 
 

 

２ ひとり親家庭等医療費等の助成 

母子家庭、父子家庭及び養育者家庭等の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費等の一部を助成する（所得制限有

り）。 

（助成実績） 

年度 受給対象者数 助成件数 助成額  

令和4年度 5,480 人 50,461 件 144,510,087円 

令和5年度 5,218 人 54,647 件 152,824,418円 

令和6年度 5,133 人 54,924 件 156,548,995円 

 
 
 
 

３ ひとり親家庭支援 

 

（１）ひとり親家庭就業・自立支援センター事業 

 ひとり親家庭等の自立促進を図るため、生活上・経済上の悩みなどに関する相談、離婚に伴う養育費取得のための

弁護士相談や公正証書等の作成に対する補助を行う。 

（実績）                                 

年度 ひとり親家庭等相談（延べ） 弁護士相談 公正証書等作成補助 

令和4年度 1,167件 2件 7件 

令和5年度 287件 1件 6件 

令和6年度 258件 1件 7件 
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（２）ひとり親家庭等自立支援事業 

ひとり親家庭等の自立を支援するため、指定された講座の受講者に対し、高等職業訓練促進給付金等を支給する。 

（受給者数） 

年度 高等職業訓練 

促進給付金 
教育訓練給付金 

高等学校卒業程度 

認定合格支援者 

令和4年度 2人 2人 0人 

令和5年度 1人 0人 1人 

令和6年度 1人 0人 0人 

 

（３）ひとり親家庭等日常生活支援事業 

ひとり親家庭等が一時的な生活援助や保育サービス等を必要とする場合に、生活を支援する家庭生活支援員を派遣

する。 

  （派遣実績） 

年度 延べ回数 

令和4年度 169件 

令和5年度 186件 

令和6年度 167件 

 

（４）母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

ひとり親家庭等の経済的自立の助成と児童の健やかな育成を支援するため各種資金の貸付を行う。 

令和元年度から令和6年度は新規貸付の実績なし。 
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４ 女性支援 

 

 （１）女性相談・啓発 

 ＤＶや離婚、生活困窮など、女性が抱える様々な悩みに関する相談や、ＤＶ防止等に向けた啓発を行う。 

（実績） 

年度 女性相談（延べ） ＤＶ防止等講座 

令和4年度 320件 1回 

令和5年度 327件 2回 

令和6年度 511件 2回 

 

（２）母子生活支援事業 

ＤＶ被害等の母子の社会適応を図るため、母子生活支援施設において母親と児童への助言、指導、自立支援を行う。 

（実績） 

年度 世帯数（人数） 

令和4年度 0世帯（0人） 

令和5年度 0世帯（0人） 

令和6年度 0世帯（0人） 

 
（３）出産費用助成事業 

生活保護世帯等の経済的理由により入院助産ができない妊産婦に対して、入院助産にかかる費用の助成を行う。 

（実績） 

年度 助成数（人数） 

令和4年度 3人 

令和5年度 3人 

令和6年度 3人 
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母 子 保 健 等 

こども家庭センターでは、こどもの健やかな成育を支援するため、妊娠期から子育て期にわたり、健康診査や教室等、各

種母子保健事業を通した切れ目のない相談・支援を行っている。また、感染症の発生やまん延を予防するため、予防接種法

に基づき、定期予防接種を実施している。 

 

母 子 保 健 

（１）母子健康診査 

年度 

 
妊 婦 
健康診査 

１ か 月 児 
健 康 診 査 

４ か 月 児
健 康 診 査

1 0 か 月 児 
健 康 診 査 

1 歳 ６ か 月 児 
健 康 診 査 

３ 歳 児 
健 康 診 査 

受診延べ 

人数（人） 

対象数 

（人） 

受診数 

（人） 

率 

（％） 

対象数 

（人） 

受診数 

（人） 

率 

（％）

対象数 

（人） 

受診数 

（人） 

率 

（％） 

対象数 

（人） 

受診数 

（人） 

率 

（％）

対象数 

（人） 

受診数 

（人） 

率 

（％） 

Ｒ4 21,751 1,782 1,756 98.5 1,867 1,798 96.3 1,911 1,836 96.1 1,870 1,798 96.1 2,077 1,992 95.9 

Ｒ5 20,508 1,749 1,704 97.4 1,701 1,644 96.6 1,762 1,691 96.0 1,858 1,797 96.7 1,951 1,883 96.5 

Ｒ6 19,597 1.633 1.601 98.0 1.649 1.636 99.2 1.693 1.643 97.0 1.774 1.723 97.1 1.796 1.717 95.6 

※ 妊婦健康診査は、全妊婦に14回分助成。多胎の場合は一人につき19回分助成。 
 

（２）母子健康教育・相談 

年度 

プレママ教室 
両親学級 

離乳食教室 きらきら教室 
健康教育 

（センター・地区教室） 
口腔衛生教育 

回数 

(回) 

参加者数 

（組） 

回数 

(回) 

参加者数 

（人） 

回数 

(回) 

実人数 

（人） 

延べ人数 

（人） 

回数 

(回) 

参加者数 

（人） 

回数 

(回) 

参加者数 

（人） 

Ｒ4 9 162 36 1,037 3 9 15 6 81 3 73 

Ｒ5 12 213 36 1,053 14 40 105 6 126 3 103 

Ｒ6 12 209 36 1,023 14 33 118 10 172 4 138 

 

年度 

にこにこ 
相談会 

幼児 
発達相談会 

電話相談 来所相談 訪問指導 助産師ママくらぶ 

回数 

(回) 

参加者数 

（人） 

回数 

(回) 

参加者数 

（人） 

延べ人数 

（人） 

延べ人数 

（人） 

延べ件数 

（件） 

回数 

(回) 

参加者数 

（人） 

Ｒ4 10 290 39 221 300 769 3,077 36 567 

Ｒ5 12 357 24 171 434 810 3,237 34 635 

Ｒ6 12 545 24 165 －※ －※ 3,141 37 477 

※ 令和6年度以降は、こども家庭センター「ふくっこ」にて、母子保健及び児童福祉の相談に一体的に対応。 

年度 
助産師相談 

カウンセラー 
相談 

回数 

(回) 

参加者数 

（人） 

回数 

(回) 

参加者数 

（人） 

Ｒ4 12 22 12 21 

Ｒ5 12 20 17 26 

Ｒ6 12 20 - - 

 



  

 

154 

予 防 接 種 
（１）個別予防接種事業 

年度 

４ 種 混 合 ３   種   混   合 ２ 種 混 合 不 活 化 ポ リ オ 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

  対象数 
（人） 

 接種数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

Ｒ4 7,078 7,034 99.4 - - - 2,314 1,515 65.5 - - - 

Ｒ5 6,756 7,200 106.6 - - - 2,249 1,677 74.6 - - - 

Ｒ6 － 1,827 - - - - 2,183 1,792 82.1 - - - 

※ ５種混合：百日せき・ジフテリア・破傷風・急性灰白髄炎・ヒブ感染症・令和６年度から定期接種となった。 

※ ３種混合：百日せき・ジフテリア・破傷風 

※ ２種混合：ジフテリア・破傷風 
 

年度 麻しん風しん１期 麻しん風しん２期 日   本   脳   炎 Ｂ Ｃ Ｇ 

 対象数 
（人） 

接種数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種数 
（人） 

率 
（％） 

Ｒ4 1,835 1,766 96.2 2,139 1,925 90.0 - 10,842 - 1,746 1,764 101.0 

Ｒ5 1,786 1,731 96.9 2,078 1,959 94.3 - 9,719 - 1,665 1,674 100.5 

Ｒ6 1,733 1,634 94.3 1,984 1,872 94,4 - 8,461 - 1,581 1,597 101.0 

※ 日本脳炎は、平成17年度から積極的勧奨を差し控えていたが、平成22年度から再開した。 
※ 平成７年４月２日から平成１９年４月１日の間に生まれた者で、積極的差し控えにより接種が行われなかった場合は、
２０歳の誕生日の前日まで接種可能。 

年度 

ヒ  ブ 小 児 用 肺 炎 球 菌 子 宮 頸 が ん 予 防 水  痘 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

Ｒ4 1,746 7,086 - 1,746 7,092 - 13,258 2,708 - 3,668 3,284 89.5 

Ｒ5 1,665 6,774 - 1,665 6,770 - - 4,468 - 3,581 3,287 91.8 

Ｒ6 - 1,412 - 1,581 6,479 - - 10,109 - 3,422 3,104 90.7 

※ ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンは、接種開始月齢により1～4回接種、子宮頸がん予防ワクチンは2～3回接種と

する。 

※ ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチンは、平成25年４月から定期予防接種となった。 

※ 子宮頸がん予防ワクチンについては、令和４年度から積極的な接種勧奨を再開した。 

※ 水痘は、平成26年10月から定期予防接種となった。 

 

年度 

Ｂ型肝炎 ロタウイルス感染症 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

Ｒ4 5,238 5,309 101.3 5,238 4,355 - 

Ｒ5 4,995 5,115 102.4 4,995 4,172 - 

Ｒ6 4,743 4,833 101.9 4,743 3,949 - 

※ Ｂ型肝炎は、平成28年10月から定期予防接種となった。 

※ ロタウイルス感染症は、平成2年10月から定期予防接種となった。 

 

年度 

５種混合 

対象数 
（人） 

接種 
延べ数 
（人） 

率 
（％） 

Ｒ6 6,420 5,004 77.9 
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（２）妊娠を希望する女性への風しんワクチン接種助成 

年 
度  

接種ワクチン 

麻しん風しん混合ワクチン 
（人） 

風しん単独ワクチン 
（人） 

Ｒ6 38 40 

※ 接種助成は、令和２年度から実施。 
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児 童 福 祉 
 

１ 幼児教育・保育 
平成27年４月の子ども・子育て支援法の施行に伴い、保育園や認定こども園などの特定教育・保育施設における教育・

保育の利用を希望する場合には、申請に基づき、市から支給認定を受ける必要がある。 

＜支給認定区分＞ 

認定区分 

（子ども・子育て支援法の根拠規定） 

要件 
給付内容 

利用できる 

特定教育・保育施設 児童年齢 保育の必要性 

１号認定（第19条第1号） 満３歳以上 なし 教育標準時間 
幼稚園 

認定こども園 

２号認定（第19条第2号） 満３歳以上 あり 
保育標準時間 

保育短時間 

保育園 

認定こども園 

３号認定（第19条第3号） 満３歳未満 あり 
保育標準時間 

保育短時間 

保育園 

認定こども園 

市から保育の必要性の認定（２・３号認定）を受けるためには、子どもの保護者のいずれもが、次に掲げる保育の必

要性の事由のいずれかに該当しなければならない。 

＜保育の必要性の認定事由＞ 

 事由 基準 

① 就労 １月あたり64時間以上労働することが常態であること。 

② 妊娠・出産 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。 

③ 保護者の疾病、障がい 次のいずれかに該当すること。 

・疾病にかかっていること。 ・負傷していること。 

・精神若しくは身体に障がいを有していること。 

④ 親族の介護・看護 親族（長期入院等をしている親族を含む）を常時看護又は介護していること。 

⑤ 災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 

⑥ 求職活動 求職活動（起業準備を含む。）を継続的に行っていること。 

⑦ 就学 次のいずれかに該当すること。 

・学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。 

・ハローワーク等が実施する職業訓練を受けていること。 

⑧ 育児休業による育児 育児休業を取得しており、その子どもの育児のために兄姉が保育施設を利用すること。 

⑨ 育休によらない育児 子どもの育児のために兄姉が保育施設を利用すること。 

＜保育の必要量＞ 

保育の必要性の認定事由に応じて、保育必要量を「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分する。 

保育必要量 保育の利用時間（１日上限） 対象事由 

保育標準時間 11時間まで 

①月120時間以上の就労 

②妊娠・出産（予定日３か月前～産後８週まで) 

⑤災害復旧 

保育短時間 ８時間まで 

①月64時間以上120時間未満の就労 

⑥求職活動 

⑧育児休業（産後８週～満１歳到達まで） 

⑨育休によらない育児（産後８週～満１歳到達まで) 
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（１）特定教育・保育施設 

ア）公立保育園（19か所） 
（令和７年４月１日現在） 

施設名 認可定員 所在地 開設年月 施設名 認可定員 所在地 開設年月 

西 部 80 花月2丁目 S24. 4 西 安 居 85 本堂町 S34. 4 

北 部 100 松本2丁目 S27. 2 松 本 70 幾久町 S33.12 

日 之 出 80 日之出5丁目 S27.10 上 北 野 100 上北野1丁目 S36. 1 

湊 60 光陽1丁目 S27.10 啓 蒙 150 開発1丁目 S39. 1 

西 藤 島 120 三郎丸1丁目 S28.10 牧 島 60 文京3丁目 S39.10 

御 幸 80 御幸2丁目 S29. 3 本 郷 30 大年町 S30. 5 

社 70 種池1丁目 S30. 3 森 田 東 85 上森田4丁目 S29. 4 

花 堂 25 花堂北2丁目 S31. 4 森 田 浜 135 栗森町浜 S41. 4 

河 合 80 山室町 S30. 3 森 田 栄 110 栄町 S48. 4 

清 明 60 江端町 S34. 4     

 

イ）公立認定こども園（８か所） 
（令和７年４月１日現在） 

施設名 認可定員 所在地 開設年月 施設名 認可定員 所在地 開設年月 

六 条 55 天王町 H28. 4 東 藤 島 90 藤島町 H30. 4 

文 殊 60 太田町 H28. 4 麻 生 津 110 浅水二日町 H31. 4 

鶉 110 砂子坂町 H29. 4 東 郷 120 東郷二ヶ町 H31．4 

棗 70 石新保町 H29. 4 み や ま 125 境寺町 R 2. 4 

 

ウ）私立保育園（５か所） 
（令和７年４月１日現在） 

施設名 認可定員 所在地 開設年月 施設名 認可定員 所在地 開設年月 

緑 ヶ 丘 20 鮎川町 S35. 4 仁 愛 保 120 天池町 S49. 4 

中 藤 100 高木北4丁目 S40. 4 ゆきんこ森田 100 石盛町 H27. 4 

西 光 寺 40 左内町 S42. 9     
 

エ）私立認定こども園（60か所） 
（令和７年４月１日現在） 

施設名 認可定員 所在地 開設年月 施設名 認可定員 所在地 開設年月 

昭 和 105 みのり1丁目 H23. 4 あ さ ひ 122 栂野町 H28. 4 

福 井 佼 成 271 春日3丁目 H23. 4 み づ こ し 127 豊岡1丁目 H28. 4 

み ど り 115 足羽1丁目 H23. 4 花 園 130 松本1丁目 H28. 4 

梅 圃 185 今市町 H23. 4 え ば た 105 江端町 H28. 4 

栄 冠 65 大手3丁目 H25. 4 三心わくわく 142 高木中央1丁目 H28. 4 

新 田 塚 幼 230 新田塚2丁目 H27. 4 杉 の 木 台 155 中野1丁目 H28. 4 

暁 175 久喜津町 H29. 4 鷹巣ひかり 75 西二ツ屋町 H28. 4 

城 之 橋 75 日之出3丁目 H29. 4 清 水 台 135 グリーンハイツ1丁目 H28. 4 

花園幼稚園 80 文京5丁目 H29. 4 やわらぎ木田 135 木田2丁目 H28. 4 

聖三一幼稚園 80 宝永2丁目 H30. 4 三心えんざん 115 今泉町 H28. 4 

光 の 子 120 日光2丁目 H30. 4 木 の 実 145 北四ツ居1丁目 H28. 4 

藤島幼稚園 152 経田2丁目 H30. 4 た ん ぽ ぽ 135 栗森2丁目 H28. 4 

藤 島 幼 稚 園 

分 園 
28 新田塚町 H30. 6 鹿 苑 135 みのり2丁目 H29. 4 
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エ ン ゼ ル 

幼 稚 園 
255 加茂河原3丁目 H31. 4 文 京 99 文京4丁目 H29. 4 

尾上幼稚園 105 松本4丁目 R 2. 4 経 田 135 二の宮3丁目 H29. 4 

常葉幼稚園 75 花月1丁目 R 4. 5 は ち ま ん 110 月見4丁目 H29. 4 

い ず み 115 若杉浜2丁目 H27. 4 あ さ む つ 96 下荒井町 H29. 4 

竹 里 115 成和1丁目 H27. 4 若 草 116 城東2丁目 H29. 4 

め ぐ み 175 久喜津町 H27. 4 ゆ り か ご 130 灯明寺3丁目 H30. 4 

青 い 鳥 45 中央2丁目 H27. 4 岡 保 115 河水町 H30. 4 

さ く ら 155 文京1丁目 H27. 4 日 光 96 日光2丁目 H30. 4 

足 羽 東 142 東大味町 H27. 4 ゆきんこ光陽 78 光陽2丁目 H30. 4 

あ さ か ぜ 150 渕1丁目 H27. 4 ふ じ し ま 120 四ツ井1丁目 H30. 4 

三 谷 館 85 中央2丁目 H27. 4 中 藤 東 140 高柳3丁目 H30. 4 

エ ン ゼ ル 

保 育 園 
135 西谷2丁目 H27. 4 新 田 塚 140 新田塚1丁目 H31. 4 

し み ず 145 風巻町 H28. 4 め い り ん 145 花堂東2丁目 H31. 4 

ひ ま わ り 115 足羽3丁目 H28. 4 な の は な 140 下森田藤巻町 R4. 4 

社中央第一 135 渕4丁目 H28. 4 ひ ば り 140 石盛2丁目 R4. 4 

和 田 265 和田3丁目 H28. 4 森田さくら 155 上野本町4丁目 R4. 4 

玉 ノ 江 180 大島町柳 H28. 4 高 木 115 高木北4丁目 R6. 4 

社中央第二 95 運動公園1丁目 H28. 4 大 和 田 80 大和田町 R6. 4 
  ※認可定員は、１号、２号、３号認定の合計 

 

オ）私立幼稚園（４か所） 
（令和７年４月１日現在） 

施設名 認可定員 所在地 開設年月 施設名 認可定員 所在地 開設年月 

聖 徳 180 松本3丁目 S25. 4 小 鳩 250 志比口2丁目 S29. 4 

報 徳 140 手寄1丁目 S30.11 仁 愛 幼 120 天池町43-1-1 S41. 2 

※子ども・子育て支援法に基づく施設型給付の対象となる施設のみ 
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（２）保育時間帯表 

ア）保育園・認定こども園（２・３号認定） 

＜保育標準時間＞ 

7:00 7:30 8:00               16:00  18:00 18:30 19:00  22:00 
         

７時開所 
利用可能な保育時間 

７時～18時（11時間） 
延 長 保 育  

       

7時 30分開所 
利用可能な保育時間 

７時30分～18時 30分（11時間） 

延長 

保育 
  

     

＜保育短時間＞ 

7:00 7:30 8:00              16:00   18:00    19:00 
       

７時開所 延長保育 
利用可能な保育時間 

８時～16時（８時間） 
延長保育 

 

      

7時 30分開所 
延長

保育 

利用可能な保育時間 

８時～16時（８時間） 
延長保育  

     
 

イ）幼稚園・認定こども園（１号認定） 

開園時間                               閉園時間 
   

 
一時預かり 

（幼稚園型） 

教育標準時間 

４時間～（園によって異なる） 

一時預かり 

（幼稚園型） 

 

   
 

（３）利用者負担額階層区分別入所児童数 

  ２・３号認定                           単位：人 （令和７年４月１日現在） 

総人員 
階層別児童の内訳 

Ａ Ｂ Ｃ1 Ｃ2 Ｄ1 Ｄ2 Ｄ3 Ｄ4 Ｄ5 Ｄ6 Ｄ7 Ｄ8 Ｄ9 

7,609 20 367 281 390 340 448 505 896 849 766 2,045 343 359 

（広域委託児29人を含み、広域受託児45人を除く） 

  １号認定                             単位：人 （令和７年４月１日現在） 

総人員 
階層別児童の内訳 

第1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 10 

743 4 44 12 23 27 23 180 173 107 150 

（広域委託児3人を含み、広域受託児34人を除く） 

※１号認定については、子ども・子育て支援法に基づく施設型給付の対象となる施設の利用児童数。 

※２・３号認定の階層記号、１号認定の階層番号は、それぞれ（９）令和５年度 福井市利用者負担額表を参照 
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（４）年齢別入所児童数 

２・３号認定                     単位：人 （令和７年４月１日現在）  

年齢 

区 分 

入所児童数（単位：人） 

0歳 1～2歳 3歳 4歳以上 計 

管
内 

保育園 
公立 29 243 155 332 759 

私立 14 119 54 118 305 

認定 

こども園 

公立 9 123 72 165 369 

私立 235 2,268 1,201 2,443 6,147 

計 287 2,753 1,482 3,058 7,580 

広
域
委
託 

保育園 
公立 0 2 1 2 5 

私立 0 2 0 2 4 

認定 

こども園 

公立 0 0 0 0 0 

私立 1 5 6 8 20 

計 1 9 7 12 29 

合計 288 2,762 1,489 3,070 7,609 

                          （広域委託児29人を含み、広域受託児45人を除く） 

１号認定                       単位：人 （令和７年４月１日現在）  

年齢 

区 分 

入所児童数（単位：人） 

0歳 1～2歳 3歳 4歳以上 計 

幼稚園 
公立   0 0 0 

私立   52 103 155 

認定こども園 
公立   1 10 11 

私立   207 370 577 

計   260 483 743 

                           （広域委託児3人を含み、広域受託児34人を除く） 

※１号認定については、子ども・子育て支援法に基づく施設型給付の対象となる施設の利用児童数。 

 

（５）要保育児童数の推移 

（令和７年４月１日現在） 

年 度 
人 口 

（Ａ） 人 

就学前児童数 

（Ｂ） 人 

定 員 

（Ｃ） 人 

要保育児童数 

（Ｄ） 人 

定 員 充 足 率 

（Ｄ/Ｃ） % 

入 所 率 

（Ｄ/Ｂ） % 

R 3 260,322 12,271 9,662 8,374 86.7 68.2 

R 4 258,198 11,848 9,820 8,198 83.4 69.2 

R 5 256,435 11,401 9,876 7,921 80.2 68.5 

R 6 254,502 10,911 9,616 7,706 80.1 70.6 

R 7 252,666 10,473 9,519 7,605 79.9 72.6 

※２・３号認定のみ 
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（６）障がい児等保育 

    心身の発達に障がいのある幼児に対しては、早期から適 

   切な療育を行い、成長、発達を積極的に促進させていくこ 

   とが必要であり、また、保育園等に入園した障がい児につ 

   いても指導内容や方法、設備、施設の面で特別の配慮が必 

要となる。 

本市では、家庭や専門機関との連携のもと、早期発見、 

早期支援を目指し、専門委員による面接等を通して障がい児及び保護者に対し適正な指導及び相談、判定を行いなが

ら加配保育士制度による障がい児の保育を行っている。また、専門講師（保育カウンセラー）が訪園し、専門的な指

導・助言を行い、障がい児保育の充実を図っている。 
（障がい児等保育児童数：３月末現在） 

 

（７）一時預かり事業 

   ア 一般型・余裕活用型 

週平均３日程度断続的に家庭保育が困難となる児童や、緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童を預かり、保

育を行っている。 

                                                          単位：人 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

利用者（延数） 7,556 7,931 10,756 9,919 

 イ 幼稚園型 

 平成27年度から、従来の幼稚園における預かり保育の後継として実施。 

教育標準時間認定（１号認定）を受けて特定教育・保育施設に在籍している子どもに対して、教育標準時間の前後

に当該施設において保育を行っている。 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

利用者（延数） 111，671人 100,282 105,948 100,526 

 

（８）休日保育 

就労形態の多様化に対応するため、認定こども園において、日曜日、国民の祝日等において保育を行っている。 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

利用者（延数） 50 人 44人 61人 27人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人 

区分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

公立 96 127 99 

私立 183 169 172 

計 279 296 271 
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（９）令和６年度 利用者負担額（保育料）表 

＜２号・３号認定＞ 

各月初日に在籍する支給認定 

子どもの属する世帯の階層区分 

利用者負担額 (月額  単位:円) 

保育標準時間 

(1日の利用時間11時間まで) 

保育短時間 

(1日の利用時間8時間まで) 

層 定義 3 歳未満 3歳以上 3歳未満 3歳以上 

Ａ階層 生活保護法による被保護世帯 0 0 0 0 

Ｂ階層 
市町村民税非

課税世帯 

ひとり親世帯等 0 0 0 0 

上記以外の世帯 0 0 0 0 

Ｃ
階
層 

第 1 

市町村民税所得割額

24,300 円未満 

（市町村民税均等割

課税世帯を含む。） 

ひとり親 

世帯等 

3,300 
0 

3,300 
0 

(0) (0) 

上記以外の世帯 
9,100 

0 
8,900 

0 
(0) (0) 

第 2 

市町村民税 

所得割額 

24,300 円以上 

48,600 円未満 

ひとり親 

世帯等 

3,300 
0 

3,300 
0 

(0) (0) 

上記以外の世帯 
13,100 

0 
12,800 

0 
(0) (0) 

Ｄ
階
層 

第 1 

市町村民税所得割額 

48,600 円以上64,700

円未満 

ひとり親 

世帯等 

3,300 
0 

3,300 
0 

(0) (0) 

上記以外の世帯 
16,400 

0 
16,100 

0 
(0) (0) 

第 2 

市町村民税所得割額 

64,700 円以上77,101

円未満 

ひとり親 

世帯等 

3,300 
0 

3,300 
0 

(0) (0) 

上記以外の世帯 
21,800 

0 
21,400 

0 
(0) (0) 

市町村民税所得割額 

77,101 円以上80,800 円未満 

21,800 
0 

21,400 
0 

(0) (0) 

第 3 
市町村民税所得割額 

80,800 円以上97,000 円未満 

27,200 
0 

26,700 
0 

(0) (0) 

第 4 
市町村民税所得割額 

97,000 円以上121,000 円未満 

33,400 
0 

32,800 
0 

(0) (0) 

第 5 
市町村民税所得割額 

121,000 円以上145,000 円未満 

36,700 
0 

36,000 
0 

(0) (0) 
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第 6 
市町村民税所得割額 

145,000 円以上169,000 円未満 

41,100 
0 

40,400 
0 

(0) (0) 

第 7 
市町村民税所得割額 

169,000 円以上301,000 円未満 

45,600 
0 

44,800 
0 

(22,800) (22,400) 

第 8 
市町村民税所得割額 

301,000 円以上397,000 円未満 

48,600 
0 

47,700 
0 

(24,300) (23,850) 

第 9 
市町村民税所得割額 

397,000 円以上 

54,900 
0 

53,900 
0 

(27,450) (26,950) 

※表中（  ）内の金額は、多子軽減で半額になる場合の利用者負担額 

＜注意事項＞ 

（１）年度切替え 

   ４月分から８月分までは前年度、９月分から翌年３月分までは当年度の市町村民税所得割額を基に利用者負担額を算定する。

このため、同一年度内でも利用者負担額が切り替わることがある。 

（２）多子軽減    

① 当該世帯内で施設（保育園、認定こども園、幼稚園）等を利用している子どもが複数いる場合、２人目は半額、３人目以

降は無料となる。 

② 世帯の市町村民税所得割額が57,700 円未満の場合は、①の多子計算の算定対象となる子どもについての第一子の年齢制限

（小学校就学前まで）がなくなり、年齢に関わらず「生計を一にする子ども」となる。ここでいう「生計を一にする子ども」

は、保護者が養っている直系卑属に限る。なお、保護者と別居している場合には、市民税課税上保護者に扶養されているこ

とが必要。 

③ 世帯の市町村民税所得割額が 77,101 円未満のひとり親世帯等については、②の多子計算の算定対象となる子どもの範囲

（第一子の年齢制限なし）における第２子以降の子どもに係る利用者負担額を無料とする。 

（３）すくすく保育支援事業（多子世帯における保育料無料化対象者の拡大） 

保護者と生計を一にする子どもが２人以上いる場合、（２）に掲げる多子軽減の条件に関係なく２人目以降は無料となる。 

 

＜１号認定＞ 

各月初日に在籍する支給認定子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担額 

(月額  単位:円) 階層 定義 

第1 生活保護法による被保護世帯 0 

第 2 

市町村民税非課税世帯 

(市町村民税所得割非課税世帯 

を含む。) 

ひとり親世帯等 0 

上記以外の世帯 0 

第 3 
市町村民税所得割額 

24,300 円以下 

ひとり親世帯等 0 

上記以外の世帯 0 

第 4 市町村民税所得割額 ひとり親世帯等 0 
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24,301 円以上48,600 円以下 
上記以外の世帯 0 

第 5 
市町村民税所得割額 

48,601 円以上64,700 円以下 

ひとり親世帯等 0 

上記以外の世帯 0 

第 6 
市町村民税所得割額 

64,701 円以上77,100 円以下 

ひとり親世帯等 0 

上記以外の世帯 0 

第 7 
市町村民税所得割額 

77,101 円以上144,100 円以下 
0 

第 8 
市町村民税所得割額 

144,101 円以上211,200 円以下 
0 

第 9 
市町村民税所得割額 

211,201 円以上301,000 円以下 
0 

第 10 
市町村民税所得割額 

301,001 円以上 
0 
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児 童 健 全 育 成 

（１）児童館 

児童館は、児童に健全な遊びを与えてその健康及び体力を増進し、また情操を豊かにすることを目的として設置され

た施設である。また、各児童館で、保護者が共働きなどで学校から家に帰っても誰もいない家庭の児童を対象に、放課

後児童クラブ事業を実施している。 

① 開館日等 

毎週月曜日から金曜日まで（12時から18時まで） 

長期休業中（春休み・夏休み・秋休み・冬休み）及び土曜日（8時30分から18時まで） 

② 休館日 日曜日、祝日、年末年始 

③ 指定管理者 （福）福井市社会福祉協議会（くりのみ児童館を除く）、（福）竹伸会（くりのみ児童館） 

④ 児童館一覧                                    （R7.4.1現在） 

 児 童 館 名 所 在 地  児 童 館 名 所 在 地 

1 つばき 種池2丁目309番地 13 たちばな 光陽1丁目25番29号 

2 ひまわり 文京6丁目20番21号 14 たんぽぽ 和田1丁目7番26号 

3 さざんか 春日町221番地2 15 すみれ 上野本町2丁目1302番地 

4 とちのき 松本1丁目30番24号 16 どんぐり 北四ツ居2丁目7番14号 

5 もくせい 太田町第14号7番地 17 くるみ 若杉4丁目2102番地 

6 とまと 大瀬町第24号5番地1 18 つくし 西堀町第8号107番地 

7 すいせん 灯明寺2丁目2109番地 19 すぎのこ 市波町第25号3番地4 

8 すずらん 江端町第29号101番地 20 くりのみ グリーンハイツ9丁目165番地 

9 ふじ 高木北2丁目1106番地 21 まきやま 東郷二ケ町第25号16番地 

10 もみじ 新保1丁目920番地 22 たけのこ 砂子坂町第5号58番地 

11 こすもす 日之出5丁目14番1号 23 ちゅうりっぷ 荒木新保町第45号7番地1 

12 くすのき 花堂北2丁目5番3号 24 まつのき 松本4丁目8番4号 

 

 

 平成28年4月１日から春山小学校及び足羽小学校、平成30年4月1日から旭小学校、令和4年4月1日から麻生津小学校、

令和7年4月1日から東藤島小学校の余裕教室等を活用し、遊びを通して心身ともに健やかな児童を育成することを目的と

した「げんキッズ育成事業」を実施している。（事業実施時間及び事業休止日は児童館と同様） 

 名 称 所 在 地 

1  さくらじどうかん 文京3丁目13番1号（春山小学校内） 

2  あじさいじどうかん 足羽3丁目1番1号（足羽小学校内） 

3  さつきじどうかん 手寄2丁目2番5号（旭小学校内） 

4  あさがおじどうかん 浅水二日町第28号5番地（麻生津小学校内） 

5 さくらんぼじどうかん 藤島町第44号8番地（東藤島小学校内） 
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（２）児童クラブ 

学校の余裕教室等を利用して、放課後留守家庭の小学生に遊びや生活の場を提供している。 

（R7.4.1現在）  

 名 称 所 在 地 運 営 者 

1 木田児童クラブ 春日町221番地1 旧木田公民館内 NPO法人 

2 第２木田児童クラブ 木田1丁目1406番地 旧木田保育園内 NPO法人 

3 さざんか児童クラブ 春日町221番地2 さざんか児童館内 社会福祉法人 

4 のびっ子クラブ木田 木田1丁目1360番地 木田小学校内 労働者協同組合 

5 放課後児童クラブわくわく木田ほのか みのり1丁目5番16号 ル☆レーヴほのか敷地内 社会福祉法人 

6 のびっ子クラブ豊 月見3丁目9番1号 豊小学校内 労働者協同組合 

7 のびっ子クラブ豊第２ 月見3丁目9番1号 豊小学校内 労働者協同組合 

8 くすのき児童クラブ 花堂北2丁目5番3号 くすのき児童館内 社会福祉法人 

9 あじさい児童クラブ 足羽3丁目1番1号 足羽小学校内 社会福祉法人 

10 ハーツきっず湊児童クラブ 学園1丁目4番8号 湊小学校内 福井県民生活協同組合 

11 たちばな児童クラブ 光陽1丁目25番29号 たちばな児童館内 社会福祉法人 

12 さくら児童クラブ 文京3丁目13番1号 春山小学校内 社会福祉法人 

13 まつのき児童クラブ 松本4丁目8番4号 まつのき児童館内 社会福祉法人 

14 順化児童クラブ 大手3丁目16番1号 順化小学校内 社会福祉法人 

15 まつもと児童クラブ 町屋3丁目14番20号 松本小学校内 社会福祉法人 

16 とちのき児童クラブ 松本1丁目30番24号 とちのき児童館内 社会福祉法人 

17 ハーツきっず日之出児童クラブ 日之出5丁目11番1号 日之出小学校内 福井県民生活協同組合 

18 こすもす児童クラブ 日之出5丁目14番1号 こすもす児童館内 社会福祉法人 

19 さつき児童クラブ 手寄2丁目2番5号 旭小学校内 社会福祉法人 

20 日新児童クラブ 文京5丁目25番30号 日新小学校内 地区運営委員会 

21 ひまわり児童クラブ 文京6丁目20番21号 ひまわり児童館内 社会福祉法人 

22 のびっ子クラブ清明 江端町第37号18番地2 旧清明公民館 労働者協同組合 

23 のびっ子クラブ清たん 江端町第37号18番地2 旧清明公民館 労働者協同組合 

24 すずらん児童クラブ 江端町第29号101番地 すずらん児童館内 社会福祉法人 

25 東安居児童クラブ 水越2丁目503番地 東安居小学校内 労働者協同組合 

26 とまと児童クラブ 大瀬町第24号5番地1 とまと児童館内 社会福祉法人 

27 社南児童クラブ江守の里 江守の里1丁目1412番地 ふれあいセンターあさかぜ  社会福祉法人 

28 社南児童クラブあさかぜ 渕 1丁目3211番地 認定こども園あさかぜ内 社会福祉法人 

29 社南児童クラブみなみっこ 種池2丁目128番地 社南小学校内 社会福祉法人 

30 のびっ子クラブ社南 種池2丁目305番地 旧治水記念館 労働者協同組合 

31 つばき児童クラブ 種池2丁目309番地 つばき児童館内 社会福祉法人 

32 社北児童クラブ 若杉4丁目143番地 社北小学校内 地区運営委員会 

33 くるみ児童クラブ 若杉4丁目2102番地 くるみ児童館内 社会福祉法人 

34 社児童クラブ 下江守町第22号18番地 社西小学校内 社西地区社協 

35 社第２児童クラブ 下江守町第22号18番地 社西小学校内 社西地区社協 
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 名 称 所 在 地 運 営 者 

36 あさがお児童クラブ 浅水二日町第28号5番地 麻生津小学校内 社会福祉法人 

37 あさがお児童クラブ第2 浅水二日町第28号5番地 麻生津小学校内 社会福祉法人 

38 和田児童クラブ 和田東1丁目1504番地 旧和田公民館 地区運営委員会 

39 和田第２児童クラブ 勝見3丁目20番12号 いちごの森内 医療法人 

40 たんぽぽ児童クラブ 和田1丁目7番26号 たんぽぽ児童館内 社会福祉法人 

41 円山なごみ児童クラブ第１教室 北四ツ居3丁目15番17号 円山小学校内 社会福祉法人 

42 円山なごみ児童クラブ第２教室 北四ツ居3丁目15番17号 円山小学校内 社会福祉法人 

43 どんぐり児童クラブ 北四ツ居2丁目7番14号 どんぐり児童館内 社会福祉法人 

44 ハーツきっず啓蒙児童クラブ 開発1丁目1008番地 啓蒙小学校内 福井県民生活協同組合 

45 もみじ児童クラブ 新保1丁目920番地 もみじ児童館内 社会福祉法人 

46 岡保児童クラブ 河水町第18号8番地 岡保幼小学校内 地区運営委員会 

47 さくらんぼ児童クラブ 藤島町第44号8番地 東藤島小学校内 社会福祉法人 

48 つくし児童クラブ 西堀町第8号107番地 つくし児童館内 社会福祉法人 

49 のびっ子クラブ中藤 高柳3丁目3001番地 中藤小学校内 労働者協同組合 

50 のびっ子クラブ中藤第２ 高柳3丁目3001番地 中藤小学校内 労働者協同組合 

51 のびっ子クラブ中藤第３ 高柳3丁目3001番地 中藤小学校内 労働者協同組合 

52 ふじ児童クラブ 高木北2丁目1106番地 ふじ児童館内 社会福祉法人 

53 河合児童クラブ 山室町第10号１2番地 河合小学校内 地区運営委員会 

54 森田児童クラブ 八重巻中町29の3番地 八重巻公会堂 地区運営委員会 

55 森田第２児童クラブ 下森田新町1143番地 森田会館 地区運営委員会 

56 森田第３児童クラブ 下森田新町1136番地 森田小学校内 労働者協同組合 

57 森田第４児童クラブ 下森田新町1136番地 森田小学校内 労働者協同組合 

58 森田第５児童クラブ 下森田新町1136番地 森田小学校内 労働者協同組合 

59 森田さくら児童クラブ 上野本町4丁目2408番地 森田さくら認定こども園内 社会福祉法人 

60 はるかぜ児童クラブ 栗森2丁目2711番地 はるかぜ児童クラブ 社会福祉法人 

61 すみれ児童クラブ 上野本町2丁目1302番地 すみれ児童館内 社会福祉法人 

62 わかば児童クラブ 灯明寺1丁目1801番地 旧明新公民館 地区運営委員会 

63 わかば第２児童クラブ 灯明寺1丁目1801番地 旧明新公民館 地区運営委員会 

64 わかば第３なかよし児童クラブ 灯明寺1丁目2101番地 明新小学校内 地区運営委員会 

65 わかば第４なかよし児童クラブ 灯明寺1丁目2101番地 明新小学校内 地区運営委員会 

66 すいせん児童クラブ 灯明寺2丁目2109番地 すいせん児童館内 社会福祉法人 

67 安居児童クラブ 本堂町第4号12番地 安居小学校内 地区運営委員会 

68 越廼児童クラブ 茱崎町第1号68番地 越廼公民館内 地区運営委員会 

69 清水西放課後児童クラブ 大森町第34号1番地 旧清水西保育園 社会福祉法人 

70 清水南児童クラブ 真栗町第15号33番地 清水南小学校内 労働者協同組合 

71 くりのみ児童クラブ グリーンハイツ 9 丁目 165 番地 くりのみ児童館内 社会福祉法人 

72 大安寺児童クラブ 田ノ谷町第14号6番地 大安寺幼稚園内 地区運営委員会 

73 国見児童クラブ 鮎川町第92号23番地 緑ヶ丘保育園内 社会福祉法人 
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 名 称 所 在 地 運 営 者 

74 たけのこ児童クラブ 砂子坂町第5号58番地 たけのこ児童館内 社会福祉法人 

75 なつめ児童クラブ 石新保町第12号32番地 棗小中学校内 地区運営委員会 

76 鷹巣児童クラブ 大窪町 43 字堂之後山 10 番 1 鷹巣児童クラブ 社会福祉法人 

77 本郷児童クラブ 大年町第65号32番地 本郷小学校内 地区運営委員会 

78 ちゅうりっぷ児童クラブ 荒木新保町第 45 号 7 番地 1 ちゅうりっぷ児童館内 社会福祉法人 

79 一乗児童クラブ 西新町第1号4番地 一乗小学校内 地区運営委員会 

80 上文殊児童クラブ 生部町第36号6番地 上文殊小学校内 社会福祉法人 

81 もくせい児童クラブ 太田町第14号7番地 もくせい児童館内 社会福祉法人 

82 六条児童クラブ 上莇生田町第 5 号 16 番地 六条小学校内 地区運営委員会 

83 まきやま児童クラブ 東郷二ケ町第 25 号 16 番地 まきやま児童館内 社会福祉法人 

84 啓明児童クラブ 朝谷町第1号20番地 美山啓明幼稚園内 社会福祉法人 

85 すぎのこ児童クラブ 市波町第25号3番地4 すぎのこ児童館内 社会福祉法人 

 

（３）こどもの健全育成 

家庭や地域と連携した取組を進め、こどもの健やかな成長を目指す。 

① こどもの居場所づくり（こども食堂活動等）支援事業 

② 放課後子ども教室推進事業 

③ 姉妹友好都市青少年交流事業（熊本市・結城市） 

④ 青少年育成団体等支援事業 

 

 

 


